
　★道守団体と連携強化！！
～児童を守るため通学路安全点検を実施～

2010年(平成22年)　８月２０日

５７号　４２キロ～４５キロ２００の区間で点検を実施

　
　平成２２年８月４日（水）に国道５７号において、道守団体（豊の船菅生支部、竹田市立菅生小学校）、
竹田警察署と竹田維持出張所で、通学路の安全点検を行いました。この点検は、５月２７日に開催された
竹田地区の道守意見交換会で　『子供たちの安全のために止まれの足形マークを道路に書きたい。』
とのご意見により実施したものです。
　当日は主要交差点を中心に、横断歩道手前で左右の安全確認ができるよう、路面表示等を行う箇所
を点検しました。
　今後も道守団体の方々と連携を深めながら、道守活動を行っていきたいと思います。
　なお、８月３０日（月）には、道守団体（豊の船菅生支部）を中心に５７号沿線（七ツ森古墳群周辺）の除
草を行う予定です。
※道守とは：「道」を舞台に、あるいはテーマに様々な活動を行っている人々を「道守」と名付け、その行動を「道守活動」といいま
す。

▲点検の状況 ▲点検後の報告止まれマーク
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